
■ 事業目的

国家戦略特区 家事支援外国人受入事業
～家事支援サービスの提供による女性等の活躍推進～

法令の基準を満たす企業が、入管法の特例を活用して、家事支援活動を行う外国人を雇用し、家事
支援サービスを提供することにより、家事負担の軽減、女性等の活躍を推進する。

■ 事業実施の意義

○ 女性等のより一層の活躍促進のためには、働き方の見直しとともに、家庭における負担を軽減する
ことも重要。家事支援サービスの活用はそのための有効な手段である。

○ 家事支援外国人材の受入は、家事支援サービス分野の裾野を広げ、家事負担を抱える方々への支援
ニーズに応えることで、働き方の幅を広げる手段としても有効。

■ スケジュール

■ 事業実施区域 兵庫県全域

H29.7月～ 第三者管理協議会立ち上げ
事業者の募集・受付開始

８～10月 基準適合性確認、事業者決定

以降 顧客へのサービス提供開始

特定機関(受入企業) 利用世帯

兵庫県第三者管理協議会

内閣府地方創生事務局、大阪入国管理局、
兵庫労働局、近畿経済産業局、兵庫県(事務局)

外国人家事支援人材

③雇用契約

①特定機関の基準適合
性の確認申請
※定期報告

事業スキーム

②適合性の確認
※ 年１回の監査

④家事支援活動の提供に係る
請負契約
※ 業務範囲

炊事、洗濯、掃除、買物、
児童の日常生活上の世話等

※ 神奈川県､大阪府､東京都に続き４番目


